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【委員会での審査概要】【委員会での審査概要】

総
務
委
員
会
審
査

財
産
の
取
得

救
助
工
作
車
を
買
い
入
れ
る
も
の

数
量

台

取
得
価
格

万

千
円

相
手
方

株
式
会
社
三
葉
ポ
ン
プ

【
全
会
一
致
で
可
決
】

特
殊
車
両
だ
が
地
元
メ
ー
カ
ー

が
対
応
で
き
る
か
。
落
札
率
、

応
札
業
者
数
は
ど
の
く
ら
い
か
。

地
元
メ
ー
カ
ー
で
は
対
応
で
き

な
い
。落
札
率
は

・

％
で
、

社
が
応
札
し
た
。

東
広
島
市
税
条
例
の
一
部
改
正

個
人
の
市
民
税
に
係
る
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
を

受
け
て
い
た
住
宅
が
、
東
日
本
大

震
災
に
よ
り
住
め
な
く
な
っ
た
場

合
に
、
残
り
の
控
除
対
象
期
間
に

つ
い
て
、
引
き
続
き
適
用
で
き
る

こ
と
と
す
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

被
災
さ
れ
て
本
市
に
住
所
を
移

さ
れ
た
方
に
何
ら
か
の
控
除
が

あ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
か
。

い
わ
ゆ
る
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
に

関
す
る
も
の
で
、
災
害
等
で
住

宅
を
滅
失
す
る
と
減
税
が
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、
今
回

総
務
委
員
会
審
査

の
東
日
本
大
震
災
に
限
り
、

ロ
ー
ン
の
残
期
間
が
あ
れ
ば
減

税
す
る
も
の
で
、
対
象
と
な
る

被
災
者
が
来
年
の

月

日
ま

で
に
本
市
の
住
民
に
な
っ
た
場

合
に
、
適
用
さ
れ
る
。

文
教
厚
生
委
員
会
審
査

財
産
の
取
得

移
動
図
書
館
車
を
買
い
入
れ
る
も
の

数
量

台

取
得
価
格

万
円

相
手
方

株
式
会
社
ツ
モ
リ
オ
ー
ト

【
全
会
一
致
で
可
決
】

請
負
契
約
の
締
結

西
条
小
学
校
校
舎
増
改
築
工
事

の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
も
の

契
約
金
額

億

万

円

契
約
の
相
手
方

株
式
会
社
セ
イ
ム

工
期平

成

年

月

日
ま
で

【
全
会
一
致
で
可
決
】

今
回

ク
ラ
ス
分
の
教
室
が
増

え
る
こ
と
で
、
今
後
何
年
く
ら

い
対
応
で
き
る
の
か
。

増
改
築
工
事
後
も

ク
ラ
ス
は

仮
設
教
室
で
あ
り
、
何
年
か
先

文
教
厚
生
委
員
会
審
査

に
は
教
室
の
追
加
が
必
要
で
あ

る
た
め
、
児
童
数
の
推
計
等
も

見
な
が
ら
対
応
を
検
討
す
る
。

請
負
契
約
の
締
結

安
芸
津
中
学
校
管
理
教
室
棟
改
築

工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
も
の

契
約
金
額

億

万

千
円

契
約
の
相
手
方

楠
本
建
設
株
式
会
社

工
期平

成

年

月

日
ま
で

【
全
会
一
致
で
可
決
】

建
設
委
員
会
審
査

市
道
の
路
線
の
廃
止

寺
家
北

号
線
ほ
か

路
線
を

廃
止
す
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

市
道
の
路
線
の
認
定

寺
家
北

号
線
ほ
か

路
線
を

市
道
と
し
て
認
定
す
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の

認
定
申
請
等
に
対
す
る
審
査
に
つ

い
て
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の

建
設
委
員
会
審
査

促
進
に
関
す
る
法
律
の
基
準
に
適

合
す
る
届
け
が
あ
っ
た
場
合
の
手

数
料
の
額
を
定
め
る
も
の

【
全
会
一
致
で
可
決
】

委
託
契
約
の
締
結

西
条
駅
南
北
自
由
通
路
等
新
設

工
事
委
託
に
関
す
る
基
本
協
定
を

締
結
す
る
も
の

契
約
金
額

億

万

千
円

契
約
の
相
手
方

西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

工
期平

成

年

月

日
ま
で

【
全
会
一
致
で
可
決
】

公
衆
ト
イ
レ
、
展
示
ス
ペ
ー
ス

の
使
用
は
ど
う
な
る
の
か
。

公
衆
ト
イ
レ
は
一
般
の
通
行
者

が
利
用
で
き
、
展
示
ス
ペ
ー
ス

は
市
の
案
内
や
特
産
品
を
展
示

す
る
予
定
で
あ
る
。

協
定
に
は
損
害
の
負
担
の
項
目

が
あ
る
が
、
業
者
選
定
に
も
入

れ
な
い
市
が
責
任
だ
け
は
負
う

と
い
う
こ
と
か
。

業
者
の
重
大
な
責
に
帰
す
る
場

合
は

西
日
本
が
責
任
を
負

う
が
、
適
切
に
工
事
を
行
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
発
生
し
た
損
害

に
つ
い
て
は
、市
が
負
担
す
る
。


